
会津若松市の脱炭素の取組について

令和４年9月20日（火）
会津若松市　市民部環境生活課

別紙資料３
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本日の説明内容

1.　地球温暖化の状況

2.　これまでの本市の取組

3.　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
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1. 　地球温暖化の状況
1.1 　我が国の温暖化の状況　

日本の年平均気温
は100年あたり
1.26℃上昇

災害の増加
農作物への悪影響
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1. 　地球温暖化の状況
1.2 　本市の温暖化の状況　

本市においても
気温の上昇傾向

猛暑、豪雨、少雪
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1. 　地球温暖化の状況 
1.3 　地球温暖化の原因
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1. 　地球温暖化の状況 
1.4 　本市の温室効果ガスの排出状況

H22年度
（ 2010年度）

H23年度
（ 2011年度）

H24年度
（ 2012年度）

H25年度
（ 2013年度）

H26年度
（ 2014年度）

H27年度
（ 2015年度）

H28年度
（ 2016年度）

H29年度
（ 2017年度）

H30年度
（ 2018年度）
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市域における温室効果ガス排出量の推移

（単位：千トン -CO2 ）
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2. 　これまでの本市の取組 
2.1 　市の地球温暖化に関する法令・計画等

総合計画 目標「省エネルギーや再生可能エネルギーが普及し、資源循
環型のライフサイクルが根付く環境への負荷が低いまち」

持続的発展が可能な社会を構築し人と自然
が共生できる市を目指す

市役所の事務事業における温暖化対策の
目標・取組を規定

市全域の温暖化対策の目標・取組を規定

環境基本条例

地球温暖化対策
実行計画
（区域施策編）

地球温暖化対策
推進実行計画
（事務事業編）
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2. 　これまでの本市の取組 
2.2 　（区域施策編）公共施設への発電設備導入

公共施設に再エネ発電
設備等導入

太陽光発電：14施設
バイオマス発電：1施設
その他小型風力等

約1,200,000kwh/年の発電量（およそ273世帯分）



  9

2. 　これまでの本市の取組 
2.3 　（区域施策編）住宅太陽光補助金

住宅用太陽光パネル+蓄電
池等の設置に補助金交付
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補助金により設置されたものによる累計発電量（ kwh/年）※推定値
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2. 　これまでの本市の取組 
2.4 　（事務事業編）電気自動車の導入

公用車として電気
自動車を７台導入

合計走行距離
19,746km

CO2排出量：約1,099kg-CO2の削減 （削減率35.9％）
燃料代　　：約148,333円の削減 　 （削減率69.3％）
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2. 　これまでの本市の取組 
2.5 　（事務事業編）省エネ・省資源の徹底

節電、空調温度の適正管理
紙使用量の最小化
公用車の電気自動車等への更新

燃料使用量や紙使用量、ごみ排出量な
どで効果大
約1,600万円/年の経費削減実現
（H26年度比較）
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2. 　これまでの本市の取組 
2.6 　本市の温室効果ガスの排出状況（再掲）

単位：千トンCO2
H22年度
（ 2010年度）

H23年度
（ 2011年度）

H24年度
（ 2012年度）

H25年度
（ 2013年度）

H26年度
（ 2014年度）

H27年度
（ 2015年度）

H28年度
（ 2016年度）

H29年度
（ 2017年度）
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市域における温室効果ガス排出量の推移

（単位：千トン -CO2 ）
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.1 　世界や国等の地球温暖化対策の動き

パリ協定
（２０１５年１２月）

２１世紀後半に温室効果ガスの排出量と吸収量との
均衡を果たす世界的合意が実現

カーボン
ニュートラル宣言
（２０２０年１０月）

国として２０５０年までに温室効果ガス排出量を実
質ゼロにする旨の首相宣言

国の地球温暖化対
策計画
（２０２１年１０月）

再生可能エネルギーの最大限導入など、脱炭素に向
けた取組を規定

自治体の脱炭素
の動き

国の宣言・計画を踏まえて「ゼロカーボンシティ宣
言」や計画策定が進んでいる
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.2 　他自治体が行う「ゼロカーボンシティ宣言」とは

２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするこ
とを目指す地方自治体の宣言。国のカーボンニュートラル宣
言を受け急増

２０２２年８月３１日時点で、本市を含め766
自治体が宣言済み。県や福島、郡山、喜多方等

全国の
状況

意義
温室効果ガス排出量削減への市の強い意思
を明確にし、市民や事業者、国・県等に取
組への協働・協力を求める
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.3 　市のゼロカーボンシティ宣言

令和３年１２月２７日に宣言
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.4 　本市の目標値と現状

H25 年度
（ 2013 年度）

H30 年度
（ 2018 年度）

R32 年度
（ 2050 年度）
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222.1222.1
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本市の温室効果ガス排出量（推計値）とゼロカーボン達成のための目標値

工場等から

家庭から

オフィス等から

自動車等から

その他（CO2 以外の温
室効果ガス等）

ゼロカーボン達成のためには、
排出量を森林等の吸収量
（32.2千トン）以下にする
必要がある

  　  
1,029.2

 　
1,170.1
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3. カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.５　市民・事業者・行政が一体となって取り組む内容

省エネの推進
節電や省エネ製品を使う
（例）白熱灯など→ＬＥＤ照明

灯油やガソリンから電気利用へ代える
（例）ガソリン車→電気自動車

ごみの減量・3R-Renewable※の推進
（例）生ごみを堆肥化

再生可能エネルギーの地産地消
（例）太陽光発電の電力の自家消費

電化の推進

再生可能エネル
ギーの地産地消の
推進

3R-Renewableの
推進

※…3R+Renewableとは「物を大切に使い、ごみを減らすこと」、「使える物は繰り返し使うこと」、「ごみを
資源として再び利用すること｣及び｢バイオマスプラスチックなど持続可能な資源を使うこと」を指します。
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.6 　カーボンニュートラルに向けた計画

市全域の温暖化対策の目標・取組
を規定

市役所の事務事業における温暖化
対策の目標・取組を規定事務事業編

区域施策編

２０５０年までのできるだけ早い時期に温室効果ガ
スの排出量を実質ゼロにする

会津若松ゼロカー
ボンシティ宣言

地球温暖化
対策計画

具体的なアクションを定める
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3. ７　本市の地球温暖化対策計画の内容と方針

● 市域全体の二酸化炭素排出量を
削減

● 例えば、市全域における再エネ
導入等の取組を規定

● 市役所の業務による二酸化炭素
排出量を削減

● 例えば、公用車の電気自動車化
等の取組を規定

事
務
事
業
編

区
域
施
策
編

ゼロカーボンシ
ティ宣言とともに
令和４年２月に
計画策定

令和５年度中に
市民や事業者の方
と協議し、新計画
を策定予定（諮問
案件）
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.8 　本市の第４期計画事務事業編

基本事項
国の「政府実行計画」に準じた目標設定
⇒２０３０年度までに５０％削減する

２０２１年度から２０３０年度までの１０
年間

計画期間

取組内容
【重点的な取組】

①可能な限り電気エネルギーを用いる設
備・車に転換する
②より高効率な設備に転換し、省エネ化を
図る
③再生可能エネルギーの最大限の導入をす
る
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.9 　第４期事務事業編の目標設定と市の現状

「2030年度までに
市役所の事務事業か
らの排出量を50％削
減」
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.10 　現状と事務事業編における取り組み例①

可能な限り電気エネルギーを用いる設備・車に転換すること

● 重油等を用いる空調機器が多数稼動
● 約３００台の公用車中、電気自動車は５台現状

考えられる
取組

● 石油ストーブをエアコンに転換
● 更新時にガソリン車を電気自動車へ転換
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組 
3.10 　現状と事務事業編における取り組み例②

より高効率な設備に転換し、省エネ化を図る

● 照明のＬＥＤ化率は２割ほど
● 年数が経過した古い機器が多い
● 施設設備が多く、省エネ検討のための人手が不足

現状

考えられる
取組

● 計画的にＬＥＤ化を実施
● 特に空調などエネルギー消費が多いものの更新検討
● 外部サービス「省エネ最適化診断」の実施
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.11 　現状と事務事業編における取り組み例③

再生可能エネルギーの最大限の導入をすること

● 一部の公共施設に太陽光発電システム等を設置
● 一部の公共施設で、市産再生可能エネルギーが一部

入っている電気を利用
現状

考えられる
取組

● 地元産１００％の再生可能エネルギー電力プランの契
約

● ＰＰＡモデルの活用による太陽光発電の導入
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.12 　国の「脱炭素先行地域」制度①
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.13 　国の「脱炭素先行地域」制度②



  27

3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.14 　国の「脱炭素先行地域」制度③
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.15 　国の「脱炭素先行地域」制度④
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.16 　国の「脱炭素先行地域」制度⑤
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.17 　国の「脱炭素先行地域」制度⑥
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.18 　本市の「脱炭素先行地域」の検討①

少子高齢化・人口減少
財政や人員の制約。
再生可能エネルギー発電設備
の導入が進んでいるが、
地産地消は限定的。

交通渋滞も見られ、
電気自動車の普及が
進んでいない。
家屋の断熱性が低い。

化石燃料の依存度が高く、

災害時のエネルギーの確保

が困難。

空地や耕作放棄地の増加。

化石燃料の依存度が高く、

経営や家計への原油価格の

影響が大きい。



  32

3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組 
3.19 　本市の「脱炭素先行地域」の検討②

第７次総合計画
政策分野22「低炭素・循環型社会」において、「省エネルギーや
再生可能エネルギーが普及し、資源循環型のライフサイクルが根
付く環境への負荷が低いまち」を目指す姿としている。

基本目標として「ICTと既存産業・資源を活用したしごとづく
り」、「生活の利便性を実感できる安全・安心なまちづくり」等
を掲げている。

第２期会津若松市ま
ち・ひと・しごと創
生総合戦略

ゼロカーボンシ
ティ会津若松宣言

「市民・事業者・行政が一体となり」、「2050年までのできるだ
け早い時期に、温室効果ガス排出量を実質ゼロ」にする、ゼロ
カーボンシティ会津若松を目指すことを宣言した。
実現に向けて「省エネ・電化・再エネ地産地
消、3R+Renewable」を推進している。
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組 
3.20 　本市の「脱炭素先行地域」の検討③
脱炭素先行地域の検討の方向性
①　市民・事業者・行政の連携
　ゼロカーボンシティ会津若松の実現に向けては、その意義や方法についての理解を促進し、市民・事業者・行政
が連携して取り組むことが必要。特に市民については、学校における環境教育も含め、丁寧かつ着実に脱炭素に対
する理解を促進していく。

②　導入しやすく安定したコストで「再エネの地産地消」を実現
　原油価格や電気料金の高騰等が、市民生活や本市産業に影響を与えている。送電線の制約があり、再生可能エネ
ルギー発電設備を増やしづらい中でも、導入しやすく安定したコストで省エネ→電化→再エネの地産地消を実現す
ることで、脱炭素と地域経済の維持・再生を図る。

③　デジタル田園都市国家構想との関係と人材の育成
　デジタル田園都市国家構想を踏まえて、会津大学等と連携しICTを活用した、効果的かつ効率的な仕組みを構築
し、脱炭素に関する金銭的・人的コストを低減させ、地域の持続可能性を高める。併せて人材育成も行っていく。

④　雪国・観光地の特性を踏まえた脱炭素
　雪国であり、観光地である本市では、化石燃料への依存度が高く、また、再エネ導入が困難な状況にあるが、こ
れを克服し、雪国・観光地の特性を踏まえて脱炭素を実現し、地域の新たな魅力づくりに結びつける。
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組
3.21 　本市の「脱炭素先行地域」の検討④

〇今後のスケジュール
年度 時期 内容

R4年 ９月20日 環境審議会

９月21日 文教厚生委員会協議会

10月 ゼロカーボンシティ会津若松推進協議会（仮）設置
（※）

２月（想定） 脱炭素先行地域について計画提案書の提出

R5年～12年度 随時 毎年度、国に交付金申請を行い、事業を実施。

※ゼロカーボンシティ会津若松推進協議会（仮）
　全市的な協議体制によりゼロカーボンシティ会津若松の実現を図るため、市（環境生活課ほか）・県・
国・AiCT・地元事業者・市民代表・有識者等で構成し、設置する。その中で、先行地域の計画提案内容の検
討も行っていく。
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3. 　カーボンニュートラルに向けた今後の市の取組 
3.12 　まとめ

方向性① 「会津若松ゼロカーボンシティ宣言」により、市民や
事業者、行政が一体となり、脱炭素の取組を進める

方向性③
本市全体での脱炭素を図るために、電化、省エネ化、
再エネ化、資源循環化に関して、「区域施策編」を検
討していく

方向性② 宣言と同時改定した、市役所の業務に関する取組の計
画「事務事業編」をもとに、脱炭素の取組を進める

方向性④ 本市の脱炭素の取組をより前に進めるため、「脱炭素
先行地域」への応募を検討していく
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